
栄町告示第７８号  

   栄町大学生等通学定期代補助金支給要綱  

 （目的）  

第１条  この要綱は、鉄道等の交通機関を利用して通学する大学生等に

対し、予算の範囲内で大学生等通学定期代補助金（以下「補助金」と

いう。）を支給することにより、大学生等及びその保護者の経済的負

担を軽減し、もって町民の定住化及び栄町への移住の促進を図ること

を目的とする。  

 （定義）  

第２条  この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ

当該各号に定めるところによる。  

（１）通学  大学生等が、住居（栄町の区域内に所在するものに限る。）

と大学等との間の往復を、合理的な経路及び方法により行うことを

いう。  

（２）通学定期券  通学のため交通機関を利用する大学生等が使用する

定期乗車券をいう。  

（３）大学等  次に掲げる教育施設をいう。  

  ア  学校教育法（昭和２２年法律第２６号）に規定する大学、短期

大学、専修学校及び高等専門学校  

  イ  アに準じて町長が特に必要と認める教育施設  

（４）大学生等  大学等に在籍する学生（高等専門学校の学生にあって

は、４学年以上の者に限る。）であって、１９歳に達する日前の最

初の４月２日から２６歳に達する日以後の最初の４月１日までの

間にあるものをいう。  

（５）保護者  次に掲げる者をいう。  

  ア  親  

  イ  その他町長が特に必要と認める者  

 （支給の対象となる者）  

第３条  補助金の支給を受けることができる者（以下「支給対象者」と

いう。）は、栄町の区域内に住所（住民基本台帳法（昭和４２年法律

第８１号）に基づき住民基本台帳に記録される住所をいう）を有する

者であって、次の各号に掲げるものとする。ただし、町長が特に必要

と認める場合は、この限りでない。  



（１）通学定期券を利用して通学する大学生等  

（２）前号に掲げる者の保護者  

２  前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、支

給対象者としない。  

（１）大学生等及びその保護者（支給対象者に限る。）並びにそれぞれ

の属する世帯の世帯員のいずれかに町税（昭和２５年法律第２２６

号）第５条第１項の市町村税をいう。）の滞納がある者  

（２）通学定期券の購入に要する経費に対して他の補助金の交付を受け

ている者  

 （補助対象経費等）  

第４条  補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

大学等の正規の修業年限の期間内において通学定期券に要する経費そ

の他通学に要する経費であると町長が認めるものとする。  

２  補助金の支給対象となる期間（以下「支給対象期間」という。）は、

当該年度の４月１日から翌年の３月３１日までとする。  

 （補助金の額）  

第５条  補助金の額は、補助対象経費に１００分の２０を乗じて得た額

（その額に１００円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額）

とする。ただし、その額が６万円を超えるときは、６万円とする。  

 （交付の申請）  

第６条  補助金の支給を受けようとする支給対象者は、栄町大学生等通

学定期代補助金支給申請書兼請求書（別記様式）に次に掲げる書類を

添付して、町長に申請しなければならない。  

（１）在学証明書（その発行の日から３ヶ月以内のものに限る。）  

（２）支給対象期間に利用していた通学定期券の写しその他通学に要す

る経費を明らかにする書類の写し  

（３）預金通帳の写しその他の補助金の振込先として指定する金融機関

の口座を確認することができる書類  

（４）その他町長が必要と認める書類  

２  前項の規定による申請は、次の表の中欄に掲げる通学定期券の期間

の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる期間にしなければならな

い。  

支給期  通学定期券の期間  申請期間  



１期  ４月１日から１０月３１日まで  
当該年度の１０月１日

から同月３１日まで  

２期  ４月１日から翌年３月３１日まで  
当該年度の３月１日か

ら同月３１日まで  

 （補助金の支給）  

第７条  町長は、前条第１項の規定による申請があったときは、その内

容を審査し、補助金を支給することが適当と認めるときは、その旨の

決定（以下「支給決定」）という。）をし、当該申請をした支給対象

者に対し、補助金を支給するものとする。  

２  町長は、前項の規定による審査の結果、補助金を支給することが適

当でないと認めるときは、その旨の決定をし、前条第１項の規定によ

る申請をした支給対象者に対し、その理由を付してその旨を通知する

ものとする。  

 （支給決定の取消し）  

第８条  町長は、支給決定を受けた支給対象者が次の各号のいずれかに

該当するときは、当該支給対象者に係る補助金の支給決定の全部又は

一部を取り消すことができる。  

（１）偽りその他手段により補助金の支給を受けたことが発覚したとき。 

（２）この要綱の規定に違反したとき。  

 （補助金の返還）  

第９条  町長は、前条の規定により補助金の支給決定の全部又は一部を

取り消した場合において、既に補助金が支給されているときは、期限

を定めて、これを返還させることができる。  

 （台帳の整備）  

第１０条  町長は、補助金の給付の状況、補助金の給付による定住・移

住化等の促進の状況等を明確にするため、これらを記録した台帳を整

備しておくものとする。  

 （補則）  

第１１条  この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定め

る。  

   附  則  

 この告示は、令和４年１０月１日から施行する。  



別記様式（第６条第１項） 

（表） 

栄町大学生等通学定期代補助金支給申請書兼請求書 

 

年  月  日 
 栄町長     様 

住  所               

申請（請求）者 氏  名               

電話番号     （   ）     

 

 大学生等通学定期代補助金の支給を受けたいので、栄町大学生等通学定期代補助金支給要綱第６

条第１項の規定により、次のとおり申請の上、請求します。 

 

（１）基本事項について 

支給請求額 円      

区  分 １期   ・   ２期 

氏  名  生年月日     年  月  日 

大学等名  学部（学年）  

大学等 

所在地 
 

交通機関 
利用区間 

（補助対象区間） 
通学定期券の期間 

購入金額 
（補助対象金額） 

 
       
 
(               ) 

年  月  日から 
      年  月  日まで 

(  ヶ月定期) 

   円 
(            円) 

 
       
 
(               ) 

年  月  日から 
      年  月  日まで 

(  ヶ月定期) 

   円 
(            円) 

 
       
 
(               ) 

年  月  日から 
      年  月  日まで 

(  ヶ月定期) 

     円 
(            円) 

 
       
 
(               ) 

年  月  日から 
      年  月  日まで 

(  ヶ月定期) 

   円 
(            円) 

 
       
 
(               ) 

年  月  日から 
      年  月  日まで 

(  ヶ月定期) 

 円 
(            円) 

通学定期券購入費合計 
 円 

(①          円) 

補助金額(①×20%)  円 

※１００円未満は切捨て 

※上限額６０，０００円／年間 

※支給請求額・（補助対象区間）・（補助対象金額）・補助金額については申請窓口にて記載 

※裏面への記載もお願いします。 



（裏） 

（２）振込先について 

振 込 先 

金融機関名  本支店名  

種   別  口座番号  

フリガナ  

口座名義人  

※ 口座名義人が申請者と異なる場合にあっては、申請者は次のとおり同意を受けてください。

なお、口座名義人は大学生等及び保護者に限られますのでご注意ください。 

 私は、補助金の支給について、私の口座に振込むことについて、同意します。 

 

   口座名義人氏名              （電話番号           ） 

（注）氏名は、自署又は記名してください。また、記名の場合は記名した方の電話番号を記入し

てください。 

   ■添付書類 
    （１）在学証明書（発行から３ヶ月以内） 
    （２）支給対象期間に利用していた通学定期券の写しその他通学に要する経費を明らかに

する書類の写し 
    （３）振込先金融機関の口座情報のわかるものの写し 
    （４）その他町長が必要と認める書類（            ） 

 

（３）申請者以外の氏名及び住所について 

  申請者以外の大学生等及びその保護者（栄町に在住している方のみ）の氏名及び住所を記載し

てください。 

区分 氏  名 住所 

大 学 生 等  栄町 

保 護 者 
 栄町 

 栄町 

  

（４）同意書について 

同 意 書 

 私達は、補助金の支給の可否の決定に当たり、栄町が保有する私達の住所及び町税の納付状況

に関する情報について、栄町職員が調査することに同意します。 

 大 学 生 等 氏 名 (電話番号                   ) 

 

 保 護 者 氏 名 

（栄町に在住している方のみ） 

(電話番号                   ) 

(電話番号                   ) 

大学生等及び保護者

の 世 帯 員 

（栄町に在住している方のみ） 

(電話番号                   ) 

(電話番号                   ) 

(電話番号                   ) 

(電話番号                   ) 

（注）氏名は、自署又は記名してください。また、記名の場合は記名した方の電話番号を記入

してください。 
  


